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本稿では日本の世代間資産移転の実態とそれに関わる相続・贈与行動を概観し，それが少子高齢化

社会のなかでどのような意味を持つのかを検討した．まず，Piketty（2011）の手法を援用し，日本に

おける年間世代間資産移転額を推定した．それによると年間 80兆円程度と推計された．次いで，相

続税の考え方についてであるが，相続税は大別して，遺産を残す人（被相続人）が納税すると考える遺

産税方式と遺産を受け取る人（相続人）が納税義務を負うとする取得税方式に分かれるが，日本では両

方の折衷様式である法定相続分方式がとられている．ここではそれぞれの方式の優劣を比較検討し，

さらに最近の相続税改革の実態について検討を加えた．その中で，世界の相続税に対する考え方が，

相続税を廃止する国から相続税を強化する国までかなり分散していることを明らかにする．それを反

映して相続税の理論研究でも，最適相続税率はマイナスから，ゼロ，そして 50-60％の高率なものま

でさまざまな提案がなされており，学界でも合意形成に至っていない．相続・贈与行動は極めて多様

で，かつ長期にわたって観測されるべきものであり，政策立案に用いることのできる統計的エビデン

スの蓄積が少なく，あったとしても非公開であることが，理論・実証研究に混乱をもたらしている．

今後は，国税庁などの行政機関と協力して，相続行動の実態を解明し，現実に即した相続税制の構築

を目指すべきであろう．

JEL Classification Codes : D12, H24, J14.

1．はじめに

高齢化社会の下で，相続や贈与の問題に実際

に遭遇し，また，そのような問題を頻繁に見聞

きするようになってきた．相続や贈与は主とし

て家族内で行われるものであり，相続人である

配偶者や子供が少なければ相続でもめることも

ないだろうが，親子関係・兄弟姉妹関係が希薄

化している場合には，親が死亡して初めて遺産

相続の在り方を相続人である子供たちの間で話

し合うものの，調整がつかないということも起

こっている．あるいは子供のいない高齢者が亡

くなった場合には，相続人を探すのに一苦労す

るということも起こっている．また，相続の際

に，土地登記を改めなかったために，所有者不

明となっている土地が，日本の私有地の 20％

にも上ると言われている（吉原（2017））．これま

で，我々が想定してこなかったような問題が相

続に関連して起こっているのである．

本稿では世代間移転される資産に焦点を当て

て，それがどれぐらいの規模で行われ，それは

遺産相続なのか生前贈与なのか，そして税務当

局は，それらの世代間移転をどの程度捕捉して

いるのか，また，どのように課税すればいいの

かという観点から論じてみたい．世界的なベス

トセラーになったトマ・ピケティの『21 世紀

の資本』の主題は資本収益率と経済成長率の比

較を通して，相続を通して手にした資産を保有

する者が，自分の勤労所得だけで身を立てよう

とする者に比べてはるかに有利な時期が長く続

いてきたことを，歴史統計に雄弁に語らせると

いうことにあった．

翻って，日本には相続の実態を示す統計は，

税務統計を除いて存在しない．本稿では，世代

間資産移転，遺産相続，生前贈与などの基本的

な統計を，公的統計を用いて推計し，相続税を
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はじめとする経済政策上の諸問題を考えること

としたい．

人類の長い歴史の中では，職業や身分，居住

地域などがほぼ固定化された期間が大半であり，

そのような社会制度の下では，後継者（主とし

て長男）が職業，身分，土地など大半のものを

相続した．後継者になれなかった次男，三男な

どは資産をある程度分配してもらい分家するか，

後継者のいない家に婿養子に入るか，あるいは

本家の同居人として家業を手伝うかした．近世

以前の社会で，相続がとりわけ重要であったの

は，王族や貴族など身分制度の頂点に立つ人々

であり，その相続や婚姻による勢力の維持など

の実例は枚挙にいとまがない1）．

やがて近代に入り，産業革命とともに，資本

主義経済が発展し始めると，労働移動が起こり，

身分制や土地に縛られた農業社会から工業化社

会に入っていった．そこでは，新興の資本家階

級（ブルジョワジー）や資本家的な下層地主階級

（ジェントリー）が台頭してきた．作家のバルザ

ックやジェーン・オースティンは，18 世紀末

から 19世紀初頭にかけて，新興中流階級がカ

ネや資産に振り回される姿を見事に写実してい

る．そこでは，相続財産を手に入れた者は，勤

労所得しかない者に比べてはるかに高い生活水

準が維持できたことが詳細に描かれている2）．

唯一の例外は 1945年から 1970年代にかけての

戦後復興期であり，この時期には経済成長率が

高く，勤労者所得が資本所得の伸びを上回って

いた．その結果，英米圏を中心に，この間の資

産分配や所得分配の格差は縮小していったが，

1980 年代の金融規制緩和によって，再び，資

本所得が労働所得を上回るようになり，所得格

差，資産格差の拡大が始まった．

さて，最近の経済社会の動向に目を移すと，

日本社会は高齢化の進行とともに，死亡者が出

生者を超える状態に入っている．財政という観

点からは，高齢化の進展は，医療費や年金支給

など社会保障費が拡大し続けているという実態

が最大の課題である．しかし同時に，高齢者が

死亡することで，世代間の資産移転が大規模に

行われるようになっていることも忘れてはなら

ない．

資産移転と言っても，高齢者の残した資産全

てが有効に利用されるわけではない．増田

（2014）が問題提起したように，地方の自治体の

かなりの数が消滅の危機にある．それらの自治

体に属する住宅地，田畑，山林などは，今後，

どのように利用していけばいいのだろうか．逆

に，自治体が固定資産税の根拠として用いてい

る地価公示は，市場取引がほとんどなく直近の

実勢価格を反映していない．この乖離をどのよ

うに解消していけばいいのだろうか．

遺産相続は，中小企業の事業承継問題，農

業・漁業・林業などの第 1次産業の後継者問題

に大きく関わっている．さらに，世代間の公平

性（衡平性）の問題や社会保障（年金，医療，介

護），人類の文化遺産，環境への負の遺産など

も，世代間資産移転との関連で議論すべき課題

であると認識している．これらの問題は著者の

将来の課題としておきたい．本稿では，世代間

資産移転の実態を把握し，相続税制度の在り方

を検討することに問題を限定して議論する．

2．世代間資産移転の実態

2. 1 家計資産関連統計とその問題点

世代間資産移転に関する包括的な統計は存在

しないが，いくつかの統計からその実態を把握

することは可能である．

国全体の資産総額を調査する目的で『国富調

査』が行われてきた．1905 年に日本銀行がは

じめ，1970年まで計 12回の調査が行われてい

る．戦後，経済企画庁が初めて調査した昭和

30 年（1955）調査は，現在の日本の国民経済計

算（SNA）のストック勘定のベンチマーク値と

して利用されてきた．また直近で最後の調査と

なった昭和 45年（1970）調査は，これまで行わ
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れた調査の中で最大規模のものである3）．

我々が通常，家計（個人企業を含む）部門の資

産ストック統計として使っているのは，国民経

済計算における家計資産ストック統計である．

家計資産ストックは，大きく分けて，（1）非金

融所産である固定資産・在庫・土地等，（2）金

融資産である現金・預金・有価証券・保険・年

金等，（3）負債である．このうち（1）+（2）−（3）

を正味資産と呼んでいる．

この内，金融資産と負債については『資金循

環統計』（日本銀行）を用いて名目の資産評価額

および負債額を集計することで対応できるが，

住宅等の固定資産と土地については資産評価の

方法によって，その額が大きく変動するので注

意を要する．すなわち，土地に関しては地目を

宅地，耕地，その他（林地含む）の 3種に区分し，

それぞれに対応する単価を乗じて計算される．

民有地の宅地について見てみると，宅地の評価

額は当該する住所の『地価公示』（国土交通省）

および『都道府県地価調査』（国土交通省），面

積は『固定資産の価格等の概要調書』（総務省）

を用いる．住宅地区及び村落地区評価額をベー

スとして，商業地区，工業地区，観光地区，併

用住宅地区等の評価額について『固定資産の価

格等の概要調書』における課税評価額の価格比

を利用してそれぞれ算出したものを住宅地区及

び村落地区評価額に加算して，合計としての宅

地資産額を推計するという方法がとられている．

ここでの推計上の問題は，地価公示価格と実勢

価格の間の乖離が，かなり広範にみられるとい

うことである．この乖離のバイアスは公示価格

が実勢価格より高いこともあれば低いこともあ

り，一概に過小評価になっているとも過大評価

であるとも言えないが，全国統一の国富調査を

行って，そのズレを調整する必要があるだろ

う4）．

住宅等の固定資産については，従来は「昭和

45年国富調査」をベンチマークとするベンチ

マーク・イヤー法（BY法）により毎年の固定資

産形成，減価償却等を加減して推計されていた

が，2005年基準改定以降，恒久棚卸法（PI法）

により推計されるようになった．恒久棚卸法で

は，異時点間の比較・累積計算を可能とするた

めに過去の総固定資産形成額（フロー）をデフレ

ーターで実質化し，取得時点から観測時点まで

の経年による減耗を反映させた上で，各観測時

点の残存価額（ストック）を集計し，最後に各観

察時点の評価額に戻すためにインフレーターに

より名目化するという手順を取る．経年による

減耗（減価償却）は，すべての財について定率法

が採用され，毎期の期首ストック額に償却率を

乗じて，期中の固定資本減耗額を推計する．財

別減耗率は『民間企業投資・除却調査』（内閣

府）等から，資本財別，制度部門別及び投資年

別に計算した値が用いられる．また，実質調整

額として，通常予期されない大規模災害の被害

や制度部門別分類の変更等による制度部門間で

の資産移動及び土地改良の土地資産への計上替

えによるマイナス額を計上することもある．

ただ，ここで用いる減価償却率は税法上の耐

久年数（木造住宅 22 年，鉄筋コンクリート造

47年等）に依拠して定められており，住宅の物

理的な耐久年数よりはるかに早く償却される構

造になっている5）．高齢化の進展に伴い，持ち

家の老朽化が進む中で，遺産相続時にリフォー

ムをして次世代が移り住むという傾向が増大し

ている．内閣府も拡大するリフォーム市場を国

民経済計算に反映させる意向である．

2. 2 国民経済計算による家計資産の実態

前節では家計資産の推計を巡る問題点をいく

つか指摘しておいたが，本節では国民経済計算

のストック統計を概観しておこう．

2015 年末の国民経済計算によれば，国民総

資産は 10204.2 兆円（内，非金融資産 2957.7 兆

円，金融資産 7246.5兆円）．負債は 6907.3兆円

である．2016年末の国民総資産は 10496.7兆円

（内，非金融資産 3001.5兆円，金融資産 7495.1

兆円）．負債は 7146.0兆円である．総資産で前

年比 292.5兆円（2.9％）増であり，とりわけ金融
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資産が 248.6兆円（3.4％）増えたことが大きく寄

与している．半面，負債も 238.7兆円（3.5％）増

えている．

部門別に総資産から負債を差し引いた正味資

産を見ていくと，2015年末は家計が 2553.9兆

円，非金融法人企業が 453.8兆円，金融機関が

146.8兆円，一般政府が 47.5兆円となっており，

日本における正味資産の保有者は圧倒的に家計

部門であることがわかる．2016年末は家計が

2573.9兆円，非金融法人企業が 501.3兆円，金

融機関が 161.0兆円，一般政府が 17.7兆円とな

っている．前年比でみると一般政府の−29.8

兆円（−62.7％）が顕著である．

さらに，家計部門の資産・負債残高を見てい

くと，2015 年末の家計の総資産残高は 2862.7

兆円（内，非金融資産 1047.5 兆円，金融資産

1815.2 兆円）．負債残高は 308.7 兆円で正味資

産 2553.9兆円である．2016年末の総資産残高

は 2889.1兆円（内，非金融資産 1064.6兆円，金

融資産 1824.5兆円）．負債残高は 315.2兆円で，

正味資産 2573.9 兆円となっている．この間の

正味資産の増加は 19.9兆円（0.8％）の増加に止

まっている．また，日本の家計の負債は 1990

年代より現在に至るまで 300兆円台を上下して

おり，極めて安定的な水準にある．

図 1で家計部門の資産・負債残高の推移を見

ていくと，高度成長期から資産蓄積が始まり，

1990年のバブル経済のピーク時まで上昇を続

け，その後多少の増減はあるが，およそ 2800

兆円の前後で推移してきていることが判る．そ

の内訳を見ると，土地・住宅等の非金融資産が

家計資産の主要項目であったのは 1990年代半

ばごろまでであり，バブル経済の崩壊とともに

地価が大幅に下落し，土地資産の評価額もそれ

に応じて下落している．それに対して，金融資

産はかなり安定的に増加してきている．2015

年末では，金融資産が実物資産の 1.8倍に達し

ている．

注意すべきは，家計資産残高は安定していて

も，個別の資産保有者はこの間代わっていると

いうことである．高齢化が進み，家計資産の取

り崩しが起こったとしても，家計部門内で移転

しており，他部門への移転はそれほど起こって

いないことを意味している．もちろん遺産相続

で次世代に移転された部分がかなり大きいこと
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は想像に難くない．

図 2 は経済成長率（g）と金利（r）の関係，い

わゆるピケティの r>gの関係6）を高度成長期

以後見たものである．少なくとも 1950年代後

半から 1990 年前後までは g>r の関係が支配

的であり，その間に，勤労者世帯の所得が倍増

し，所得不平等が大幅に改善され，一億総中流

化というキャッチフレーズも使われた．この関

係はバブル崩壊後，次第に変わってくるが，ピ

ケティが主張したように，r>gの関係が支配

的になってきている訳ではなく，経済成長率と

金利はほぼ均衡しているように見受けられる．

このことが，日本においてアメリカほどに資産

格差や所得格差が拡大しないでいる理由かもし

れない．

また，図 2には家計貯蓄率の推移も載せてあ

る．家計貯蓄率は経済成長率とほぼ並行して動

いており，2013年には家計貯蓄率が一時的に

ではあるが−1.0％にまで落ち込んだ．1960年

代から 1980年代にかけて，日本の家計貯蓄率

が 10％代半ば以上にあった時には，なぜ日本

の家計貯蓄率は高いのかということが関心を呼

んだ．多くの内外の研究者がこの問題に取り組

み，いくつかのユニークな仮説も発表されたが，

1950 年代より現在に至るまで，家計の消費・

貯蓄モデルの主流はライフサイクル仮説．恒常

所得仮説，遺産動機仮説の 3つ，特にライフサ

イクル仮説と恒常所得仮説を 1モデルと考える

と，2つのモデルを軸に論じられてきた7）．

とりわけ本稿との関連で重要な論点は，家計

資産の内，何割ぐらいがライフサイクル関連の

貯蓄で，何割ぐらいが遺産相続関連の貯蓄かと

いう，Kotlikoff（1988）と Modigliani（1988）の間

の 論 争 で あ っ た．Kotlikoff and Summers

（1981）では遺産 80％，ライフサイクル 20％と

いう数字を出し，Modigliani が 1960 年代まで

のアメリカで推定した遺産 20％，ライフサイ

クル 80％という数字に疑義をはさんだことが

始まりである．Kitamura（1988）はマクロ集計

値を使った計算をし，1985年までの遺産と資

産の比率として，実物資産が平均で 44.99％，

金融資産が平均 36.58％であり，1985年時点で

は実物資産の 63.84％が遺産関連であると推計

していた．

先に見た図 1を思い出していただきたいが，

家計部門の資産残高は 1969年度末で 176.85兆

円，非金融資産 112.6 兆円，金融資産 64.26 兆
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図 2．経済成長率，金利，そして家計貯蓄率



円，負債残高 24兆円，正味資産 152.87兆円で

あった．日本家計は高度成長期を通して，戦争

で資産を失い，ほぼゼロの状態から資本蓄積を

行ってきたことは疑いない．Modigliani と

Kotlikoff の論争も，それに加わった Hayashi

（1997）や Kitamura（1988）の研究も，基本的に

は 1960年代から 1980年代初めごろまでのデー

タを使っており，その後 30年間に起こった変

化を追ってきた訳ではない．また，それぞれが

依拠した統計も，資産蓄積過程のどの局面を観

察したのかによって，ライフサイクル関連とも

遺産相続関連とも解釈可能であったことも事実

であろう．

当時の論争からほぼ 30年の月日を経て，現

在観察可能な統計を用いて遺産相続の実態を再

検討することは意義深いものがある．とりわけ

Piketty（2014）以来，遺産相続と資産格差，所

得格差の関係が注目されているなかで，遺産相

続の実態をより長期の統計データを用いて分析

してみたい．

2. 3 遺産相続の考え方

遺産相続は，家族内での世代間生活水準の維

持や家族経営事業の承継などを目的に，古代か

ら行われてきたものである．第二次世界大戦後

のアメリカでは，主として戦後の復興プロセス

やそこでの経済成長を統計的に概観して，それ

なりの理論づけをした研究が多く発表されてき

た．Kuznets（1955）や Ando and Modigliani

（1963）などはその好例である．Piketty（2014）

は，19世紀から現在にいたるまでの，長期経

済統計を収集・分析することで，所得分配や資

産分配の実態を詳細に明らかにし，戦後アメリ

カ，イギリス，フランスの経済研究を歴史統計

の下で，相対的に位置づけるという作業をおこ

なってきた．

日本における遺産相続の実態も 1980年代前

半までの姿と，それ以後現在まで続く傾向には

トレンドの変化がある．高度成長期（1950-80

年代）から低（ゼロ）成長期（1990-2010 年代）を

経験することで，経済環境の変化が貯蓄や資産

蓄積行動に及ぼす影響を識別できるようになっ

たと考えられる．すなわち，高度成長期の資産

蓄積と低成長期の資産蓄積を相対的に比較する

ことで遺産動機を統計的に検証することが可能

になってきたと言えるだろう．

これらの議論は以下の予算制約式を使うと簡

便に表現できるだろう．

B
+Y+Y = C+B

 （1）

ここで左辺は生涯収入であり，B
は親（先祖

i−1）からの遺産相続，Yは勤労所得，Yは

資本所得である8）．右辺は生涯支出であり，C

は生涯消費，B
 は子（i+1）への遺産相続であ

る．

高度成長期であれば，親からもらった遺産に

加えて9），勤労期間に得た所得から貯蓄をして

資産を増やし，子により多くの遺産を残すとい

う行動をとっていたと考えられる（B
<B

 ）．

低成長期の定常状態に入ると，親からもらった

遺産と同等の資産を子に残すことが，一種の均

衡解（B
=B

 ）となる．この場合，勤労所得

と資産所得をほぼ全て消費に充てることになり，

フロー所得と消費だけ見ている限り，ライフサ

イクル仮説が成り立つ状況になる．ここでの資

産の考え方は，生涯に消費できなかったものは，

すべて遺産相続として次世代に移転されると考

える10）．

3．相続資産額の推計

3. 1 相続税に関する税務統計

相続に関して第一に参照すべき統計は相続税

関連の税務統計である．これによれば，近年高

齢化の影響で年間死亡者数が 100万人を超える

ようになり（2015 年で 129 万人），相続件数も

増えている．

しかし，よく知られているように，死亡者の

うち相続税課税対象になる件数の比率は 2014
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年で 4.4％，2015年の相続税改革でやっと 8％

となったが，それまで，バブル経済のピーク期

に当たる 1987 年に 7.9％の最高値を記録して

以来低下し，2000 年代に入ってからも 4％台

で低迷していた．

相続税課税対象になった人の一人当たりの相

続税額の最高額はバブル経済のピークが過ぎた

1991年に 7011.2万円で，実効税率 22.2％を記

録している．表 1によれば，2015年で 20％を

超える実効税率に該当するのは 5億円超の相続

額受け取る者に限られている．納税者の 85％

が 1億円以下の遺産額であり，10億円を超え

る遺産額を受け取った人は全体の 0.8％程度に

過ぎない．

では，相続資産額は年間でいくらぐらいに達

するのだろうか．それは家計資産残高の何パー

セントぐらいを占めるのだろうか．死亡した人

の内，相続税の対象とならない残り 96％の相

続資産額はどのぐらいあるのだろうか．国税庁

では，死亡者が出ると，その遺族に対して，相

続税を申告する必要があるかどうかの事前判定

を遺族に求め，課税価格の合計額が遺族に係る

基礎控除額を超える場合，納税を求める．この

事前判定には 1枚紙に納まる程度の情報提供を

求め，国税当局の保有している資産情報と照合

して判断している．しかし，この事前判定情報

は公開されておらず，恐らく統計的に利用でき

るデータベースとしては管理されていないよう

である11）．

しかし，いかに個別には小口であっても，遺

産を受け取っているとすれば，これを推計して，

全体でどれぐらいの規模になるのかを推計する

必要はあるだろう．

3. 2 相続資産額の集計値の推計

Piketty（2011）は（1）式で表した関係から，家

計総資産は，その資産保有者が死亡した時点で

遺産相続されると考えた．また，年間遺産相続

額は被相続者の死亡時点の正味総資産（実物資

産に金融資産から負債を引いた正味金融資産を
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表 1．課税価格階級別相続税

出所） 財務省．

課税価格階級 被相続人の数 課税価格 納付税額 法定相続人の数うち相続時精算課税

適用財産価額

うち暦年課税分贈与

財産価額

人 百万円 百万円 百万円 百万円 人

5千万円 以下 8,997 399,672 10,852 2,281 5,373 16,125

5千万円 超 51,241 3,654,225 46,227 30,108 124,585 140,448

1億円 超 27,766 3,807,755 41,514 32,061 302,271 87,066

2億円 超 7,421 1,796,455 18,529 14,912 226,180 24,630

3億円 超 4,481 1,699,873 19,143 13,308 293,454 15,521

5億円 超 1,434 838,445 9,833 5,501 179,525 5,003

7億円 超 858 708,189 10,612 4,489 173,018 3,028

10億円 超 652 876,864 13,434 4,607 248,263 2,306

20億円 超 105 250,111 2,181 1,028 77,026 374

30億円 超 56 211,511 991 1,738 75,495 187

50億円 超 11 69,144 5,668 88 22,442 41

70億円 超 12 98,660 3,525 420 37,790 40

100億円 超 9 144,527 3,868 688 46,186 35

合計 103,043 14,555,431 186,377 111,229 1,811,608 294,804

調査対象等：平成 27年（2015年）中に相続が開始した被相続人から，相続，遺贈又は相続時精算課税に係る贈与により財産

を取得した者（同一被相続人から財産を取得した者全員の差引税額がない場合を除く．）について，平成 28年

10月 31日までの申告による課税事績を「申告書（修正申告書を除く．）」に基づいて作成した．



加えたもの），あるいは他の被相続者が存命中

に年間に行った贈与の合計を指すと定義し，以

下のように，いくつかの指標を提示している．

b  = BY = μmWY （2）

ここで，B=年間遺産相続額，Y=国民所得，

W=家計総資産，m=死亡確率，μ=被相続

人平均資産相続人平均資産，b=BY=年

間遺産相続額国民所得，β=WY=家計総

資産国民所得．

Piketty（2011）によれば，（2）式は純粋に会計

式であって，何の仮定も行動も前提としていな

い．すなわち，家計総資産国民所得比率 βが

600％，死亡確率mが 2％，被相続人平均資産

と相続人平均資産が等しいとすれば μ=100％

となる．年間遺産相続額と国民所得の比率は

b=12％（6×0.02×1=0.12）となる．被相続人

が遺産を残さなければ μ=0％で b=0％とな

る．この場合 βの大きさは関係がない．

遺産相続を家計資産との比率は死亡確率m

と μの積として表すことができる．

b = BW = μm （3）

b=年間遺産相続・家計資産比率，e=WB

=資産回転率（乗数）12）．

さらに Piketty（2011）は，eは 1 世代の間隔

であると解釈し，夫婦（カップル）に第 1子誕生

した時の母親の年齢あるいは父親の年齢に相当

するとした．Piketty（2011）の指標を計算する

ためには，年間遺産相続額を推計する必要があ

るが，他の指標は国民経済計算や人口統計，金

融統計に存在している．我々は次のようにして

年間遺産相続額を算出する．

B =
W

e

（4）

年間遺産相続額の計算においては，遺産相続

だけではなく，贈与も含まれていると考える．

また，先に論じたように，家計資産Wには，

将来の消費目的のライフサイクル貯蓄もそれな

りの割合で含まれているはずであり，年間遺産

相続額は，家計資産がすべて世代間資産移転に

用いられるものと想定した，いわば上限値を表

していることを理解されたい13）．

3. 3 相続資産額のミクロ統計からの積み上げ

Piketty（2014，図 11-8，p. 419）は税務統計を

用いて，ミクロデータから積み上げて，マクロ

統計から導いた年間遺産相続額との比較を行い，

両者に大きな違いがないことを示した．日本で

は，すでに論じたように，税務データでは，遺

産相続の一部を捕捉しているだけであり，しか

も，その部分に関しても研究者の利用を認めて

いない．ここでは，次善の策として，家計の資

産保有に関するミクロデータから年齢別の正味

総資産保有額（平均値，中位値）を推計し，それ

に年齢毎の死亡者数を掛け合わせ，それを年間

で集計するという作業を行い，年間遺産相続額

をミクロデータからの積み上げで近似すること

にする．

具体的に用いたのは『全国消費実態調査』（総

務省）1984-2014年（7回分 30年間），『日本版

死亡データベース』（国立社会保障・人口問題研

究所），『国民経済計算』（内閣府）（毎年）である．

図 3は年齢別死亡者数の分布を全国消費実態

調査の調査年に合わせて 7年分掲載している．

死亡者のピークが年代を経るに従って，高齢化

してきており，また，その絶対数も増えてきて

いることが見て取れる．

図 4は『全国消費実態調査』から用いた正味

総資産の 7回分を掲載したものである．『全国

消費実態調査』は 5年ごとに行われる消費に関

する大調査（調査サンプル約 6万世帯）であり，

資産保有に関する詳細な調査が行われている．

いくつかの点について説明が必要である．（1）

データは調査された年（1984，1989，1994，

1999，2004，2009，2014）に至るまでの 5 年間

が同じ年齢には同じ正味純資産を保有していた

という仮定の下に計算している14）．（2）1984年
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調査の資産データには土地資産の評価額が入っ

ていないために，他の調査年と比べて資産水準

が低い．ここでは，1984 年調査は後の計算か

らは除外した．（3）『全国消費実態調査』では，

20歳以下と 80歳以上のサンプルは極めて少な

く，統計量も安定していないので，20 歳以下

については，無資産とし，80 歳以上サンプル

については 80-100歳までの平均値を当てはめ

た．（4）正味総資産については平均値と中位値

を求め，両方の数値を計算したが，死亡者が中

位値周辺に分布しているということはなく，平

均値で求めた数字の方が，バブル期の資産額の
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図 3．年齢階層別死亡者数

図 4．年齢階層別正味資産保有額



上昇などを反映しているので，こちらを用いた．

（5）『全国消費実態調査』の家計は 2人以上世

帯と単身世帯も含む全世帯のデータがあるが，

ここでは，全世帯の正味総資産を用いた．

図 5は，図 3と図 4のデータを掛け合わせて

年齢階層別に集計した相続資産推計値（平均値

を用いた）である．

ここで導いた年齢階層別遺産相続推定額を年

度毎に集計し，年次の遺産相続額を描いたもの

が図 6である．ここでは Piketty（2011）の方法

である（4）式に基づいて計算した年間遺産相続

額（あるいは世代間総資産移転，bequest1とし
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図 5．年齢階層別遺産相続推計額

図 6．年間世代間資産移転の推計額



て表示），全世帯の平均値の基づく正味純資産

（mean_all_ineritance）と中位値に基づく正味純

資産（medium_all_inheritance），そして税務統

計で把握されている課税対象相続額（taxablein-

herit）である．それぞれのレベルは違うが，増

加の方向や転換点などは共通した特徴が見られ

る．まず，1980 年代後半から相続による資産

移転が急拡大し，1990年代初めのバブル崩壊

で減少を続けた後，2000代半ば以後ふたたび

増加に転じ，2010 年以後，さらに増加し始め

ているというというのが全体的な傾向である．

表 2は図 6の年次での変化を均して，5年平

均をとったものである．これによると，全期間

については，世代間移転は平均 80兆円，遺産

相続が 48兆円，その差を生前贈与と考えると

31兆円，課税対象相続が 12兆円となっている．

世代間移転は近年になるにつれて増えてきてお

り，遺産相続も 56兆円程度にまで増えてきて

いる．生前贈与は，上限として定義した世代間

移転からミクロデータで積み上げた遺産相続額

との差額として定義さているが，そこには，ラ

イフサイクル貯蓄や各種の推計誤差などが含ま

れており，この数字をもって断定的なことは言

えないが，それでも贈与が 30兆円近くあると

いうことは重要である．税務統計によれば，課

税対象贈与額は，およそ 1兆円弱であり，贈与

の把握がほとんどなされていないことを示唆し

ている．

3. 4 アンケート調査などに基づく推計

遺産相続の実態を把握する目的で，各種のア

ンケート調査や統計調査も行われている．例え

ば，家計経済研究所『消費生活に関するパネル

調査』（第 11 回調査（2004 年）以後），内閣府経

済社会総合研究所（内容については堀他（2010）

参照），フィデリティ退職・投資教育研究所レ

ポート（2012），第一生命『中高年者の遺産相続

に関する調査』（2007）等などがある．

例えば，2012年に 5500人の相続人に対して

アンケートを行ったフィデリティ退職・投資教

育研究所レポートによると，相続額の平均は

3172 万円，中央値が 862 万円である．そのう

ち，親子間の相続額の中央値は 1002万円，配

偶者間の相続額の中央値は 1999万円であり，

これに配偶者相続人数 53.2 万人，親子間相続

人数 278万人をそれぞれ掛けて足し合わせて年

間相続総額は 38.5兆円程度であると推計して

いる．

これらのアンケート調査や統計調査は，それ

ぞれの調査目的に応じて調査されたものであり，

それなりに有用な情報を含んでいるが，税務統

計や国民経済計算のように継続的に調査してい

るものでも，全数調査しているものではなく，

サンプルセレクションにもバイアスがある可能

性があるので，注意してデータを扱う必要があ

る．
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表 2．世代間資産移転の推計

（兆円）

年 世代間移転 遺産相続 生前贈与 課税対象相続

1985-1989 65.16 17.06 48.10 8.53

1990-1994 83.57 65.34 18.23 16.41

1995-1999 86.60 50.57 36.04 13.95

2000-2004 83.10 47.36 35.74 10.98

2005-2009 80.47 50.78 29.69 10.43

2010-2015 77.98 56.27 21.71 11.87

平均 79.43 48.17 31.27 12.02



4．相続税改革

4. 1 相続税の考え方

相続税には国際的に統一した課税方式や課税

理論がある訳ではない．それぞれの国の相続の

複雑さや民法などの歴史的経緯を反映している．

大別すると遺産を残した人（被相続人）が納税義

務を負うと考える遺産税方式と遺産を受取る人

（相続人）が納税義務を負うと考える取得税方式

に分かれている．

遺産税方式では遺産額に応じて課税され，残

りを遺産分割するというもので，アメリカ，イ

ギリス，オーストラリア，ニュージーランドな

ど英米法諸国で採用されている．被相続人の資

産額のみによって税額が決定されるという意味

で税収中立的であり，かつ税務行政上の負担は

軽い．取得税方式は先に遺産を分割し，その後，

相続人の取得分に応じて課税される．ドイツ，

フランスなどで採用されている．遺産分割によ

って納税額を減らすことができる税収の下方バ

イアスがある．

我が国の方法は法定相続分方式と呼ばれてい

る．この方式では，法定相続人に対して法定相

続応じて仮分割し，それに累進税率を乗じて税

額を決め，その後，遺産分割をして，分配額に

応じて，先に決まった税額が割り振られるとい

う仕組みである．法定相続分方式は，相続人を

納税義務者としながらも，取得税方式には徹し

ておらず，実際の納税額と取得相続額が対応し

ていないということで相続人間の水平的公平性

が保たれていないという指摘がある．逆に，こ

の方式の利点は税額を遺産額と法定相続人とい

う恣意性の少ない要因で比較的短期間に決めら

れるという税務行政上の簡便さにある．

税制改革を巡る議論の中で，2008 年 1 月に

は政府税調は現行の法定相続分方式から取得税

方式に改めることを検討するとしたが，同年

12月には自民党税調が現行制度からの改革に

消極的であることを表明した．2008年 12月に

は当時の民主党が党税制改革案で遺産課税方式

への転換を主張していた．経済学界・財政学界

では The Mirrlees Review（2010）などを中心に

「機会の平等」という観点から取得税方式への

支持が多い．

ただ，個人の財産権を尊重する英米法では遺

産を自らの意思（遺言）によって決めている被相

続人が納税するという遺産税方式の考え方が歴

史的には自然であるとされてきた．相続に遺族

の扶養や社会扶助の役割を重視したフランスや

ドイツでは取得税方式が導入されている．日本

は戦前の旧民法下では，長男の一括相続という

制度であり，相続人間での不平等は著しかった．

戦後の民法では，これを改革し，相続人間での

扱いは極めて平等なものとなった．むしろ遺言

書を残して被相続人が指定した遺産分配に対す

る異議申し立て（遺留分減殺請求）ができるよう

になっている．

自民党は，一度は政府税調で取得税方式への

移行を表明しながら，最近では法定相続分方式

を強化するような税制改革を行っている．

4. 2 日本の相続税改革の内容

1988年以後の日本の相続税改革の推移は表 3

にまとめてある．全般的には，所得税改革の流

れに呼応して，税率ブラケットの削減，最高税

率の切り下げが行われると同時に，地価などの

資産価格の高騰に応じて，基礎控除や配偶者控

除の拡大や未成年者，障害者などへの控除が拡

大されてきた．

2015年 1月より施行された相続税制では次

のような点が変更されている．基礎控除がそれ

までの「5000万円+法定相続人数×1000万円」

であったものが，「3000万円+法定相続人数×

600 万円」に引き下げられ，最高税率は 50％

から 55％に引き上げられた．その結果，国税

庁によれば，2015年中に亡くなった人（約 129

万人）のうち，相続税の課税対象となる遺産を

残した人（10万 3千人）の割合は，前年の 4.4％

から 8.0％に急増することとなった．
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地域別に見ると，東京（15.7％），神奈川

（12.4％），千葉（8.3％）と首都圏での増加が大き

いことがわかる．相続税制で把握された遺産総

額は 14兆 5554億円（26.8％増）で，相続税額は

約 1 兆 8116 億円（30.3％増）なので，実効平均

税率は 12.45％となる（図 7，図 8参照）．

ただし，2015年の相続税改革は一般的には

基礎控除が引き下げられ，最高税率が引き上げ

られるなど，増税の方向に舵を切ったとされる

が，未成年者の税額控除を 1年につき 6万円か

ら 10万円に引き上げ，小規模宅地特例により，

土地評価の減額割合 80％適用の限度面積が

240平米から 330平米に拡大された．また，事

業承継税制として，非上場株式等についての相

続税及び贈与税の納税執行猶予及び免除の特例

の適用要件の緩和や手続きの簡素化も認められ

るようになった．

Piketty（2011）の議論にあったように，相続

総額は生前贈与も含めて考えるべきであるが，
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図 7．課税相続額と相続税額

図 8．実効相続税率および実効贈与税率の推移



この贈与額を正確に把握することは難しい．ま

とまった資金の移転であれば，税務当局も把握

できるかもしれないが，少額の消費と同等の移

転を贈与税の対象とすることはほぼ不可能であ

ろう．多少大きな支出，例えば教育費について

も，日本の場合，大学院まで親が出すことが普

通であり，その他関連の塾や海外での語学研修

などについても同同様に親が出している場合が

多い．これらは通常，贈与とは見なされず，親

の消費と見なされている．

現行の贈与税は，（1）相続時精算課税制度と

（2）暦年課税制度に分かれている．

（1）2500万円までの贈与は特別控除額として

贈与財産額から控除し，被相続人が亡くなっ

た時に，特別控除額を超えた贈与額を加算し

て相続税額を計算する．

（2）贈与額から毎年 110万円まで基礎控除を

受けることができ，それを超える場合には，

申告して超過累進税率に従って納税する．被

相続人が亡くなった場合，この制度を適用し

た贈与は相続財産として加算する必要はない．

税務統計によれば（2）の制度を利用するケー

スが（1）の 6倍程度ある．いずれにしても贈与

税として把握されている贈与額は贈与全体から

するとかなり少ない．2015年の改革では（1）の

制度を用いて 20歳以上の孫への 2500万円まで

の教育費贈与が認められた．

4. 3 最適相続税の設計

すでに述べたように，各国の相続税制度はか

なりばらついており，所得税や消費税のように，

国際的にほぼ統一した制度的な枠組みがあるわ

けではない．しかし，グローバル化が急速に進

行する現在，相続税回避のための移住も行われ

ている．相続税・贈与税に関する国際的な共通

認識，制度設計が求められているところである．

因みに，1970 年代にカナダ，オーストラリ

ア，1990年代にニュージーランド，2000年代

にスェーデン，ポルトガル，オーストリア，マ

レーシア，インド，香港，シンガポールが相続

税を廃止した．アメリカのトランプ大統領も税

制改革案の中で相続税の廃止を主張している．

一方，イギリス，フィンランド，フランス，ア

イスランド，日本では税率を引き上げ，控除を

引き下げたりして課税強化を行っている．

その中で，Piketty and Saez（2013a）は最適所

得税の枠組みと Farhi and Werning（2010）を拡

張して，最適相続税の理論を提案している．彼

らは，簡便な仮定の下で，最適税率は正であり，

もし相続の税率弾力性が低く（0.2），相続の分

布が集中しており（下位 50％は遺産ゼロ），か

つ社会が相続を受けられないような貧者への再

分配を望むのであれば，最高税率は 50-60％で

あってもおかしくないという結果を得ている．

この結論は，Chamley（1986）や Judd（1985）

の「資本（相続）課税は長期的には税率 0である

べきだ」という結果と対照的である．モデルの

中で税率 0でないためには，（1）所得に経済主

体個別のショックが起こる15），（2）想定外相続，

（3）被相続人が税引き後遺産額にこだわる，（4）

長期的な厚生最大化，（5）固定的な税率，（6）政

府のコミットメント不足，などの条件が加えら

れている．

実際に，ある国は相続税を廃止しており，他

の国は相続税を強化しており，理論的あるいは

実証的に議論されているというより，きわめて

政治的判断に基づいて相続税制は決められてい

る．

さはさりながら，近年では，政策をエビデン

スに基づいて立案しようという機運が高まって

きており，統計データの充実が望まれている．

国税庁の保有している相続関連の税務データが

利用可能になれば，遺産相続という行動に対し

て，現状よりも深い理解に達することは可能で

あろう．デンマーク（例えば，Jakobsen et al.

（2018）），スウェーデン（例えば，Seim（2017））

で行われているような相続・資産に関する実証

研究が，我が国のデータで出来れば，最適な相

続税の設計にもより近づけることになるだろ
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う16）．

Piketty and Saez（2013a）でも，その他の最適

課税理論でも税率の弾力性が中心的な概念とな

っている17）．

課税相続額の税引き後率弾力性は次のように

定義できる．

e =
1−τ

z

∂z

∂ (1−τ )
（5）

ここで z=課税対象相続額，τ=限界相続税率，

e=課税相続税引き後率弾力性である．

この弾力性を統計的に推計するには，通常次

のような定式化を用いる．

ln z = eln (1−τ )+βX+ε （6）

ここで，Xは属性コントロール変数，εは誤

差項である．

（6）式を推計して，意味のあるパラメータ e

が推計できれば，相続税率を上げるべきか下げ

るべきかといった議論に使うことができる．す

なわち，eがゼロに近ければ課税相続額の弾力

性は低いので，税率を上げても租税回避するよ

うな動きは見られないだろうから増税を行うべ

きだという議論になる．eがプラスで有意に大

きければ，課税相続額の弾力性は高いので，税

率を上げれば租税回避行動を通して，税収は落

ち込むことが見込まれるので，減税するか，極

端な場合，課税をしない（税率ゼロ）方がいいと

いう議論になる18）．もちろんこのような議論が

できるためには，かなり大規模な相続税に係る

ミクロデータが利用可能になり，それに関連し

た家計・個人属性の情報も必要になる．

現行では税務ミクロデータが利用できないの

で，マクロ時系列データを用いて，（6）式を推

計してみた．具体的には，国税庁が公開してい

るデータからは図 7，図 8にあるように，時系

列の課税相続額と納税額わかり，表 1からは課

税対象相続額の上位 8％（納税者）の分布がわか

る．表 3は相続税改正の変更点を歴史的に報告

したもので，各年の最高相続税率を（6）式の推

計では限界相続税率（net top inheritax）として

用いた．集計した世代間総資産移転額（be-

quest1：母親の第 1子誕生時年齢から計算）を

被説明変数とし，相続税の最高税率を限界相続

税率は（6）式のように税引き後率に加工した．

この税率が同年の総資産移転に影響を与えるの

か，一期前の前年値（net top inheritax lag1）が

影響を与えるのか，あるいは実際に相続税が適

用されるのは翌年であるとすれば翌年値（net

top inheritax lead1）なのかを検証する意味で，

3種類の税引き後率を説明変数に用いた．その

他のコントロール変数としては総所得（total in-

come），死亡者総数（total death），年平均公定

歩合（Ave Official Lending Rate）などを用いた．

結果は表 4の通りである．税引き後率弾性値

は（0.077-0.114）のレンジにあり，Seim（2017）

のスウェーデンの値（0.09-0.27）と大きな違いは

なく，弾性値は極めて低いことが分かった．さ

らにこのパラメータの t値は有意ではなく，係

数はゼロであると解釈したほうがよさそうであ

る．

限界相続税率の選択に当たって，どの変数が

望ましいかは，ほとんど差はないが，全体のフ

ィットや係数の有意性を勘案すると，表 4 の

（3）式が選ばれる．すなわち，一期先（翌年値）

の限界相続税率を用いた推計が税引き後率のパ

ラメータも 0.114と最も大きく，かつ有意性も

他の 2式と比べれば高い．ここで将来の限界税

率に対して，世代間資産移転が最も敏感に反応

しているということは納税制度を考えても納得

できる．しかし，政策立案のためには，税率変

更がある年の前後で世代間資産移転に変動があ

るかどうかを，個票データを用いて解析すべき

である．とりわけ生前贈与は毎年調整可能な移

転であり，これがどのように反応しているかを

調べることは，相続税，贈与税の最適設計の上

で，極めて重要な情報になる．

年次時系列のデータでできる相続税率の弾力

性の推計は，本稿ではここまでが限界であるが，
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全体として，税引き後弾性値はゼロかあるいは

プラスであっても 0.1程度と低いということが

できるのではないだろうか．

繰り返しになるが，最適相続税の設計におい

て，重要なパラメータである税率（あるいは税

引き後率）弾力性 eが，どのような値をとるか

は，実証研究によって決定されるべきであり，

恣意的に e=0であるとか，e=1であるとかを

エビデンスも示さず決めつけて政策立案するこ

とは望ましくない．個別納税者の相続・贈与関

連のデータを研究者に開示し，地道な実証研究

を積み重ねていくことが望ましい．

5．おわりに

本稿では世代間資産移転の規模の推定と，相

続税制をどのようにデザインしていけばいいの

かを論じた．

家計資産蓄積は高度成長期の高貯蓄によって

もたらされ，それに伴う資産価格の上昇によっ

て急激に上昇した．1991年のバブル経済の崩

壊とともに，経済成長率が低下し，家計の資産

蓄積のペースも急速に低下した．同時に，1990

年代より人口構成の高齢化が始まり，家計内で

の大規模な資産移転が始まった．

本稿では，このような歴史的な流れを主とし

てマクロ統計を使って，把握しながら，今後の

世代間資産移転のあり方を考えた．我が国の人

口コーホートの中で最大の規模を誇る団塊世代

が 70歳代に入り，遺産相続を考えなければな

らない時期に入ってきた．今後，遺産相続が大

規模に起こる前に，政策的に解決しておくべき

問題点は山積している．具体的には，（1）生前

贈与として動いている資産はどれぐらいあり，

それを税制によって促進すべきか否か，（2）遺

産相続した資産の有効利用が可能かどうか，そ

して（3）親の代までつづいた事業を承継するか

どうか，（4）家計内で資産を配分するだけでは

なく寄付として適切な資産の再分配を行うこと

を奨励すべきどうか，さらに（5）教育という世

代間移転の最も効果的な方法に対して，政府や

家計はどうかかわるべきか，などの問題は緊急
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表 4．税引き後率弾性値の推計

被説明変数：ln bequest1

説明変数 （t-value） （1） （2） （3）

ln totalincome 1.282 1.329 1.350

（12.07） （11.93） （14.10）

net top inheritax 0.092

（0.78）

net topinheritax lag1 0.077

（0.59）

net topinheritax lead1 0.114

（1.01）

ln total death 0.042 0.015 0.077

（0.20） （0.06） （0.39）

Ave Official Lending Rate −0.058 −0.065 −0.053

（−5.32） （−5.29） （−4.89）

constant −12.399 −12.609 −13.722

（−3.68） （−3.27） （−4.68）

Number of obs 36 35 36

Adj R-squared 0.921 0.903 0.936

Root MSE 0.081 0.080 0.082



に解決すべきであるし，少なくとも世代間資産

移転という観点から議論すべきであろう．

（一橋大学経済研究所）
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zio（Paris School of Economics），Marcus Asplund

（Copenhagen Business School）からは，有益なコメン

トを頂いた．記して感謝したい．

1） 近世以後，法治国家になると，これらは民法上

の問題として扱われるようになった．アメリカ，フラ

ンス，ドイツなどの民法上の相続・贈与の扱いの違い

については Beckert（2004）を参照．日本については内

田（2014）を参照．

2） 経済学者による相続についての包括的な研究は

Wedgewood（1929）に始まる．

3）『昭和 45年国富調査』では，各経済主体が所有

する再生産可能な有形固定資産，棚卸資産，対外純資

産を調査対象とし，再生産不可能な天然資源，土地，

無形固定資産は対象としていない．国富調査が過去

50年近く行われておらず，国富の帰属先や償却した

資産の特定化など，行政記録情報とも連携して，何ら

かの再調査を行うべき時に来ているのではないだろう

か．

4） 地方人口の減少等に伴い，地方における土地の

実勢価格は大幅に下落している．その結果，多くの地

方では公示価格が実勢価格を上回っている．公示価格

を実勢価格に近付けることは，地方自治体にとっては

固定資産税などの税収を低下させて財政をJ迫させる

ことになる．また地方銀行の貸し出しに対する担保価

値の下落を意味し，地方銀行のバランスシートを毀損

させることにもなる．公示地価を実勢価格に近付ける

ことには様々な障害もあることも認識しておくべきで

ある．

5） 国土交通省（2015）では国民経済計算の住宅資産

額が，住宅投資累積額と比べて 500兆円以上少なくな

っていると報告し，統計上の齟齬が生じていることを

指摘している．恒久棚卸法についても，一律に定率法

を適用するのではなく，住宅などのリフォームを通し

て利用価値が維持できる財とパソコンやコピー機等の

事務用機器のように性能が劣化し，価値が急速に減耗

していく財とでは，計算方法を変えた方が良いように

思われる．

6） Piketty（2014, p. 28）では，r は資本の平均年間

収益率で，利潤，配当，利子，賃料などの資本からの

収入を，その資本の総価値で割ったものであり，gは

その経済成長率，すなわち所得や産出の年間増加率を

表している．

7） この間の論争や議論については Ando and Mod-

igliani（1963），Deaton（1993），Hayashi（1997），Kess-

ler and Masson（1989），Kotlikoff（1988），Kotlikoff

and Summers（1981），Modigliani（1986, 1988）等を参

照されたい．

8） 簡便化のため，ここでは年金や医療保険などの

収入とそれに対する保険料はバランスされているもの

と考えてキャンセルアウトした．税についても捨象し

た．また，貯蓄も最終的に消費されるか遺産相続され

るかのいずれかであると考えている．

9） 戦争によって資産を失った戦前世代の家計の多

くは子供に十分な遺産を残せなかった．残したとして

も，戦後のハイパーインフレーションによって資産価

値は大きく減少していただろう．

10） 先に議論したModiglianiと Kotlikoffの論争で

は，何をライフサイクル貯蓄に含め，何を遺産動機貯

蓄に含めるかという定義を巡って争われたが，本稿で

は生涯に消費できなかったものは，その意図のいかん

にかかわらず，遺産相続として扱う．Kubota（2017）

では日本の家計資産の世代間弾力性を推計している．

親世代がその平均より 10％多い資産を持っていると，

子供世代は平均より 2.66％多い資産を持っているこ

とが示された．親子間の資産移転の強さは分布の両端

で強く，貧困層は貧困層に，富裕層は富裕層にとどま

る可能性が強いことが示唆されている．

11） Piketty（2014）によれば，フランスでは税務署

が，納税額に限らず，全ての遺産相続について，その

額や内容を記録しているとされる．その結果，フラン

スではマクロ経済からの遺産相続額推計と税務統計か

らのミクロで積み上げた遺産相続額がほぼ一致してい

る．しかし，税務統計では捕捉されていない贈与は含

まれていないはずであり，これがマクロ経済からの遺

産相続額と一致しいていると考えるのは難しい．

12） Piketty（2011）によれば，年間遺産相続額国

民所得 b=BYは 20.3％（1820），22.7％（1910-13），

14.5％（2008）であり，年間遺産相続資産比率 b=

BW=1eは 3.7％（1820），3.5％（1910-13），2.6％

（2008）である．資産回転率 eは 27年（1820），28.9年

（1910-13），38.7 年（2008）となっている．この間，フ

ランスでは遺産相続の占める割合が 20世紀半ばにか

けて低下し，その後上昇しつつあるというのが Piket-

tyの推論である．
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13） 図 1から明らかなように，家計の資産残高は

1990年から 2015年までかなり安定して推移している．

ライフサイクル貯蓄が資産の大きな部分を占めるとい

うModigliani（1986, 1988）の主張が 1990年以後も当て

はまると考えるのには無理があり，その間に世代間資

産移転が継続的に発生していたと考えるのが自然であ

ろう．

14）『全国消費実態調査』をバックワード・ルッキ

ングに使うか，フォーワード・ルッキングに使うかは

実証的な事実によって決定されるべきである．ここで

は 1980年代後半に発生したバブル経済の動きをどの

ように捉えるかで判断した．すなわち，バブル経済の

影響が出て，資産価格が大きく上昇したのは 1994年

調査からであり，1989年調査ではバブルの影響はま

だ大きく出ていなかった．そこで，1989年調査の結

果を 1993年までフォーワード・ルッキングに用いる

と，ほとんどバブル経済の効果が 5年ずれて出てしま

うことになった．逆に，1994年調査をバックワード

に 1990年まで用いると丁度，バブル経済の発生によ

る資産価格の上昇の影響が拾えた．ここでは，『全国

消費実態調査』をバックワード・ルッキングに使うこ

とにした．

15） 例えば，Conesa, Kitao and Krueger（2009）,

Krueger and Ludwig（2018）を参照．

16） 実際に北欧の公的統計の情報開示は極めて進

んでおり，北欧諸国の経済学者のみならず，英米の研

究者も数多く参加して，税制，教育，医療，年金，労

働，その他の社会福祉などの個人情報を総合的に使っ

た研究が進んでいる．

17） 北村・宮崎（2013，第 5章）では，所得税改革

の文脈で，課税所得の税引き後率弾力性の推計を行っ

ている．

18） 実際，Piketty and Saez（2013a）では，eに｛0，

0.2，0.5，1.0｝の 4つの数値を与えて解析している．

実証的に合理的なパラメータ値 eを推計することは，

実証研究者にとっての課題である．実証上の問題点と

して，一生に 1回の遺産相続に対して税引き後率弾力

性を推計することは可能かという疑問がある．所得税

や資本所得税，消費税などであれば，パネルデータあ

るいは反復クロスセクションデータを用いて，毎年繰

り返し直面する税率にたいして，経済行動（労働供給

や貯蓄・消費行動）を変化させることで税率に対する

反応を弾力性として計測できる．因みに，Seim

（2017）も Jakobsen et al.（2018）も実証では死亡時の相

続税ではなく，毎年課される資産税への税率の弾力性

を検証している．税率変更への反応を死亡時の相続で

検証することは行っていない．相続を，生涯末期の 1

回限りの資産移転と考えれば，税率の変化に応じて，

相続額を調整することはかなり難しいと考えられる．

それを無理して推計すれば，弾力性はかなり低くなる

ことは当然予想できる．
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